
裁判官小谷勝重、同奥野健一の意見は次のとおりである。 

 

 多数意見は、先づ衆議院の解散が法律上無効であるかどうかは裁判所の審査権に服しな

いものであると判示する。 

 しかし、憲法に反した当然無効な解散によつて、違法に議員たる身分を奪われ、歳費請

求権を喪失せしめられた者は、裁判所に対し訴訟によつてその救済を求めることの許さる

べきことは勿論であつて、その場合裁判所は、先づ解散が憲法上適法なものであるかどう

か、即ち有効か無効かを判断しなければならないことは当然であり、また裁判所の職責で

もある。 

 

例えば、上告論旨のいうように、若し、憲法が六九条の場合以外に解散を認めないものと

すれば同条の要件なくしてした解散は違憲であり当然無効であると判断すべきものであつ

て、この場合でも解散は政治性の高いものなるが故に、裁判所の審査権が及ばないものと

し、政府において、既に解散は合憲であるとしている以上、裁判所はそれに盲従し、憲法

上無効な解散までも有効なものと判断しなければならないとすることは、憲法八一条の明

文に照し裁判所の職責に反するものといはなければならない。けだし、解散は憲法八一条

にいう「処分」であつて、正に裁判所の違憲審査権の対象であるからである。 

 

 よつて、進んで上告論旨の主張するように、解散は右六九条の場合に限つて認められる

ものであるか否かを検討するに、六九条は衆議院で内閣不信任の決議案を可決し、又は信

任の決議案を否決した場合における内閣の採るべき措置について規定したものであつて、

この場合、内閣は一〇日以内に衆議院が解散されない限り総辞職をしなければならないこ

とを定めたものである。そして、同条は「……衆議院が解散されないかぎり……総辞職を

しなければならない」とあつて、解散のできることは当然の前提として、解散されなけれ

ば内閣が総辞職をしなければならないことに重点があるものと解すべきであり、同条によ

つて始めて解散を行い得ることを規定したものと解すべきではない。 

 

 元来議院内閣制の下においては、内閣は衆議院の信任を条件として成立、存続するもの

であるから、衆議院の信任を失つた場合には、当然総辞職をしなければならないのが原則

であるが、憲法は抑制と均衡の原則から内閣はこれに対抗して衆議院を解散して主権者た

る国民に信を問うことができる例外的対抗手段を認めたのが右六九条の規定であつて、こ

の場合内閣は解散か総辞職か何れか一を選ばなければならないのである。 

右の如く衆議院の解散は政府が国民に訴え、その意思を問う制度であるから、内閣不信任

決議案の可決、または信任決議案の否決の場合以外にも、衆議院において政府提出の重要

法律案、予算案などが否決された場合など同じく政府は国民に信を問う必要がある場合が

あり、また、政党の所属議員の数の異動などにより衆議院が国民の代表としての意思をよ

く反映しているか否かに疑の生じた場合その他国の内外に新な重要事態が発生し、新しい

国民の意思を問う必要がある場合など解散を必要とする場合が右六九条の場合の外にも

多々存することは否み得ないところである。 

然らば、解散が右六九条の場合のみ可能であるとすることは前記の各場合に解散の途は閉

されることになり、殊に、議院内閣制の下では多数党が内閣首班をとる慣例であるから内

閣不信任の決議案が可決されることは殆どなく、実際上これによる衆議院の解散はあり得

ないことになるのである。 



 

 憲法によれば、衆議院の解散は憲法七条により行われるのであるが、同条は解散の場合

を何ら制限していないのである。 

従つて、右六九条は衆議院解散についての一の場合を規定しているものと解すべきであつ

て、同条の場合以外に全然解散を認めない趣旨であると解すべきものではない。 

そして、衆議院の解散は六九条の場合をも含めて、内閣の助言と承認によつて天皇が右七

条により、国事に関する行為としてこれを行うのである。天皇の行う解散は、内閣の助言

と承認によりなされるものであつて、天皇は形式的儀礼的にこれを行うのであるから、衆

議院解散の決定権は、内閣にあるものと解さねばならない。 

右の如く天皇の行う解散は内閣の助言と承認により、形式的儀礼的に行うのであるから、

これがため天皇の権力を必要以上に強くするものということはできないし、また、内閣に

解散の決定権があると解することは、国会より内閣を優位に立たせ、余りに強大な権力を

内閣に与えすぎるとの非難も当らない。 

けだし、内閣は衆議院を解放すれば、総選挙の結果新しい国会の召集があつたときは当然

に総辞職をしなければならないのであるから、解散権を濫用することができないからであ

る。 

然らば、本件において憲法六九条の場合でないのに衆議院の解散を行つたことは違憲であ

るとの上告理由第一点の論旨は採用し難い。 

 

 次に、多数意見は、衆議院の解散に必要な内閣の助言と承認についても、その無効であ

るかどうかは、裁判所の審査権に服しないものであると判示する。 

 しかし、衆議院の解散が内閣の助言と承認により行われることは有効な解散の必要条件

であつて、その要件を具備した内閣の助言と承認がない場合の解散は憲法上無効であるか

ら、衆議院の解散の有効無効を決するためには、この点の判断は不可決なものである。 

よつて、本件において内閣の助言と承認があつたかどうかについて検討するに、憲法七条

にいう内閣の助言と承認とは第一審判決のいうように両者を切り離して考えるべきもので

はなく、要するに、天皇の国事行為については、内閣が実質的決定権を有し、天皇は内閣

の決定するところに従い、形式的儀礼的に国事行為として衆議院の解散を行うという趣旨

と解すべきである。 

 

そうだとすれば、原審が適法に認定した事実関係の下においては、本件解散について憲法

の要請する内閣の助言と承認があつたものと認むべきことは当然であつて、原判決のこの

点の判断は結局正当である。 

然らば、上告理由第二、三点の論旨も採るを得ない。 

従つて、本件上告はすべて理由がないものといわねばならない。われわれは結論において

多数意見と同じくするのであるが、理由において意見を異にするものである。 


